
 設計業務共通仕様書の改定について（通知）
技術基準の種類:業務委託
通知日　　　　:平成10年４月３日

                                                       管  第  ６  号
                                                       平成10年４月３日

　

 
部内各課（室）長 

各土木事務所長         

鳥取港湾事務所長 

様 

　　
                                                       土  木  部  長
              

          　　　詳細設計照査要領について（通知）

 　　
　　このことについて、別添のとおり定め、平成10年４月６日以降新規に契約する設計業務から適用すること

としたので、貴所属職員へお知らせください。

                                                      管  第  ３  号
                                                       平成10年４月３日

　

 
部内各課（室）長 

各土木事務所長         

鳥取港湾事務所長 

様 

　　
                                                       土  木  部  長
              

          　　　測量業務共通仕様書の一部改定について（通知）

 　　
　　昭和54年11月13日付発管第198号で通知したこのことについて、下記のとおり一部改定し、平成10年

４月６日以降新規に契約する測量業務から適用することとしたので、貴所属職員へお知らせください。

記

１　第５条　主任技術者等の選任の通知（一部改定）
２　第６条　照査技術者及び照査の実施（追加）



                                                      管  第  ４  号
                                                       平成10年４月３日

　

 
部内各課（室）長 

各土木事務所長         

鳥取港湾事務所長 

様 

　　
                                                       土  木  部  長
              

          　　　地質・土質調査業務共通仕様書の一部改定について（通知）

 　　
　　平成４年３月５日付発管第224号で通知したこのことについて、下記のとおり一部改定し、平成10年４月

６日以降新規に契約する調査業務から適用することとしたので、貴所属職員へお知らせください。

記

｢第１０６条　照査技術者及び照査の実施」を追加する。

                                                       管  第  ５  号
                                                       平成10年４月３日

　

 
部内各課（室）長 

各土木事務所長         

鳥取港湾事務所長 

様 

　　
                                                       土  木  部  長
              

          　　　設計、測量及び地質・土質調査業務共通仕様書の当面の運用について（通知）

 　　
　　このことについて、別添の「管理技術者、主任技術者及び照査技術者の資格要件」を定め、平成12年３月

31日まで当面の運用として平成10年４月６日以降新規に契約する業務から適用することとしたので、貴所

属職員へお知らせください。



　 　　　　管理技術者、主任技術者及び照査技術者の資格要件

                                                       管  第  ７  号
                                                       平成10年４月３日

　

 
部内各課（室）長 

各土木事務所長         

鳥取港湾事務所長 

様 

　　
                                                       土  木  部  長
              

          　　　測量チェックマニュアル（案）実施要領について（通知）

 　　
　　このことについて、別添のとおり定め、平成10年４月６日以降新規に契約する測量業務から適用すること

としたので、貴所属職員へお知らせください。



                                                       管  第  ２  号
                                                       平成10年４月３日

　

 
部内各課（室）長 

各土木事務所長         

鳥取港湾事務所長 

様 

　　
                                                       土  木  部  長
              

          　　　設計業務共通仕様書の改定について（通知）

 　　
　　平成６年３月14日付発管第238号で通知したこのことについて、このたび全面改定し、平成10年４月６

日以降新規に契約する設計業務から適用することとしたので、貴所属職員へお知らせください。


